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当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。

Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報

１．基本的な考え方

コーポレート・ガバナンスが有効に機能することが求められるなか、当社は従来から少数の取締役による迅速な意思決定と取締役会の活性化を

目指し、取締役相互の経営監視とコンプライアンスの徹底を図ってまいりました。今後も、経営の透明性と効率性を高めることにより、株主、顧

客、取引先、従業員等のステークホルダーに対して、調和のとれた対応をとりながら、更に企業競争力の強化を図り、また、経営の公正さを高め

るために積極的、迅速な情報開示に努めてまいる所存です。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】

【補充原則１－２－４】（議決権電子行使の環境整備、招通英訳）

当社は機関投資家や海外投資家等の比率が相対的に低いことを勘案し、現時点では、議決権電子行使プラットフォームや招集通知の英訳を実
施しておりません。

今後、株主構成を勘案し、検討してまいります。

【補充原則４－１－２】（中期経営計画への努力と未達時の対応等）

当社は、昨今の外部環境の急激な変化を踏まえて、現在、中期計画の策定・公表はしておりませんが、中長期の見通しに基づき作成した単年度
事業計画を決算短信発表時に開示しております。また、単年度事業計画と実績数値との差異に関しましては、取締役会の他、経営陣幹部による
モニタリングを通じ適宜対応施策を議論し、今後の事業展開に反映させております。

【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示】

【原則１－４】（政策保有株式）

当社は、政策保有株式として、取引関係の維持・強化を目的に必要と判断する株式を保有することを方針としています。政策保有株式の取得およ
び保有継続の合理性については、取締役会において、事業の状況や保有先との取引状況、株式の市場価額などを踏まえ、当社が対象株式を取
得・保有することにより得られる効果を勘案の上、多角的な検証を継続的に行ってまいります。また、当社は政策保有株式の議決権行使におい
て、画一的な基準は設けず、当社および保有先の企業価値の向上に資するかどうかという観点から、是非を判断しております。

【原則１－７】（関連当事者間の取引）

当社は、関連当事者との取引を行う場合には、法令、定款および取締役会規則等の社内規程に則り、社外取締役、社外監査役が出席する取締
役会での審議および承認を取る体制となっております。取締役会における承認にあたっては、当社および株主の利益を害することがないよう、社
外取締役、社外監査役の意見を踏まえるなど、十分な審議を行っております。なお、その取引条件などは、有価証券報告書で開示しております。

【補充原則２ー４ー１】（女性・外国人・中途採用者の登用等、多様性の確保）

当社経営指針のひとつとして「サステナブル経営2030」を策定。この中で、国内の人口減少問題により起こる「人材不足」と「市場縮小」という二つ
の課題に対し、事業継続に必要な人材確保と、次世代に受け入られる商品とグローバルな市場開発のためには、ダイバーシティ・多様な人材の活
用が重要であるとして、2030年までに以下の実現を目標として掲げております。

　・性別、年齢、国籍、障がいの有無などにとらわれず、誰もが活躍できる職場づくりを目指します。

　・職場と社会の活性化を図ります。

本目標のもと、女性と中途採用者の採用は毎年増やしており、具体的な数値目標は設定しておりませんが、個人の能力・適正などを考慮しなが
ら、管理職への登用も今後進めてゆく方針です。また、当社は海外現地法人を有しており、国内社員が海外で活躍する機会とする一方で、現地法
人の外国人社員も国内での研鑽する機会を与えるなど、多様な人材の融合推進を過去にも実施。また外国人社員を現地法人の管理職への登用
も実現しております。

【原則２－６】（企業年金のアセットオーナーとしての機能発揮）

当社は、従業員への福利厚生の一環として、企業型確定拠出年金制度を設け、運営しております。これは加入者である従業員が運用するもので
あり、運用リスクは従業員が負担し、当社がアセットオーナーの立場で関与することはないため、従業員との利益相反は生じません。また、当社で
は従業員に対して、資産運用に関する説明も実施しております。

【原則３－１】（情報開示の充実）

当社は、正確で有用な情報の開示、提供を目的として基本的な方針を策定し、情報開示体制の強化を図っております。それぞれの方針の内容に
ついて、ご説明いたします。

（i）当社は経営理念を、「ロックペイントグループは、高品質な製品とサービスの提供により新しい価値を創造します。人と環境の調和を図り、社会
の持続的な発展に貢献します」と新たに定め、今後、有価証券報告書等の決算資料や当社ホームページに開示してまいります。

（ii）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方そして基本方針は、コーポレートガバナンス報告書及び有価証券報告書にて開示しておりま



す。

（iii）当社の取締役の報酬などは、株主総会において決議された報酬限度額の範囲内で、役職や業績、社会水準などを総合的に勘案し、独立社
外取締役を委員長とする報酬諮問委員会への諮問を行い、その答申を受けて、取締役会で決定しております。

（iv）取締役および監査役には、人格・見識に優れ、豊富な知識と経験などを有する人物を候補者として選任しており、代表取締役社長が候補者と
面談を行ったうえで、独立社外取締役を委員長とする指名諮問委員会への諮問を行い、その答申を受けて、取締役会で審議し、決定しておりま
す。また、選任の基準に著しく適さない等の事由が生じた場合には、解任についても、指名諮問委員会の答申を受けて、取締役会で審議すること
としております。なお、監査役候補者の選解任にあたっては、監査役会との充分な協議を行ったうえで、その同意を得る体制になっております。

（v）取締役および監査役候補者の個々の選任・指名についての説明を定時株主総会招集通知の参考書類に記載しております。また、解任の場合
についてもその理由を説明します。

【補充原則３－１－３】（サステナビリティの取組みに対する開示）

当社は２０２２年度に「経営理念」「経営ビジョン」「行動規範」を改訂し（当社HP参照）、この中で「サプライチェーン全体でサステナブルな社会の実
現に貢献する」また「ダイバーシティを推進し、誰もが活躍できる職場づくりを目指す」ことを掲げております。

この方針のもと気候変動・環境問題については、特に重要な課題と認識し、SBT（科学的根拠に基づく指標）による温室効果ガス排出量の中長期
的な削減目標を設定の上、SBT認定機関「SBTイニシアチブ」からの認定取得を申請しました（当社HP参照）。

また、化学成分を多く含む当社製品の競争力強化のため、環境負荷の少ない製品開発は喫緊の課題と位置づけ、塗料の水性化や硬化温度の低
温化、粉体塗料の開発などの知的財産への積極的な投資も継続的に実施しており、２０２１年度の研究開発費実績は、８３８百万円となりました
（第70期有価証券報告書　５【研究開発活動】参照）。

上述の環境や社会負荷を軽減する各種製品の開発製造に加え、次世代に受け入れられる新たな商品や市場開発を進めるための「多様な人財の
確保や活用」を担うダイバーシティ＆インクルージョン推進室を新設しております。

あわせて、幅広い世代の社員をメンバーとするタスクフォース「未来経営づくり」を実施。「製品開発（知的財産の蓄積）」、「人材開発」も含めた多角
的な視点から、サステナブルな社会を実現するための長期的な経営ビジョンにつき議論を行っています。

【補充原則４－１－１】（経営陣への委任範囲決定、概要開示）

当社は、取締役会の決議事項および経営陣への委任の範囲について、法令、定款に定めるもののほか、取締役会規則および経営会議規程など
の社内規程に定めております。

取締役会規則では、法令・定款に基づく決議事項のほか、重要な経営方針の決定や重要な契約の締結などについて、取締役会への上程の基準
などに関する事項を定めております。また、経営会議規程では、取締役会で決定すべき重要な経営に関する事項に関する審議や、財務、人事お
よび労務や法務などの業務執行に係る個別具体的な審議のうち取締役会での決定は要しないが、経営会議において審議するべき事項を定めて
おり、経営陣に対する委任の範囲を明確にしております。

【原則４－９】（独立社外取締役の独立性判断基準および資質）

当社は金融商品取引所が定める独立基準を参考に「社外役員の独立性基準」を策定し、有価証券報告書にて開示しております。また当社取締役
会は、取締役会において率直・活発で建設的な検討への貢献が期待出来る人物を独立社外取締役として選定するように努めております。

【補充原則４－１０－１】（指名・報酬委員会の設置、指名・報酬等の検討における委員会関与）

当社の取締役会は、取締役7名で構成されており、そのうち独立社外取締役が2名となっております。当社は、取締役の指名・報酬などに係る取締
役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化するため、指名諮問委員会および報酬諮問委員会を設置しており、いずれも社外取締役が議長
を務めております。また、指名諮問委員会および報酬諮問委員会の構成員については、両委員会ともに、その半数を社外取締役で構成しており、
独立性・客観性を高めるとともに、ジェンダー等の多様性やスキル、後継者計画などの観点を含め、適切な関与・助言を得ております。

【補充原則４－１１－１】（取締役の多様性等、選任の方針開示）

当社は従来から少数の取締役による迅速な意思決定と取締役会の活性化を目指しており、定款で取締役を８名以内と定めております。社内の取
締役および社外取締役ともに、国籍、性別などを問うことなく、人格・見識に優れた人物であることを求めており、社内の取締役については、担当
職務のバランスなどを考慮したうえで、豊富な業務上の専門知識と経験などを有する人物を候補者として選任しております。また、社外取締役に
ついては、専門分野における豊富な知識と経験を有する者から客観的・中立的な立場で経営監視が可能な人物を候補者として選任しております。

なお、弊社取締役および監査役のスキルマトリックスは、当該報告書の最終頁に記載しております。

【補充原則４－１１－２】（取締役・監査役の兼任状況）

当社取締役および監査役の上場会社の役員などの兼任については、合理的な範囲にとどめるものとし、当該兼職が当社の業務を執行する上で
支障がないことを適宜確認する体制を整備しております。また、当社における取締役・監査役の兼職状況については、「株主総会招集ご通知」並
びに有価証券報告書で毎年開示しております。

【補充原則４－１１－３】（取締役会実効性分析、結果の開示）

当社は、取締役を対象としたアンケート方式による自己評価を実施し、その回答に基づき取締役会の実効性に関する分析・評価を行いました。そ
のアンケートの結果として、「重要な経営課題に関して時間をかけて説明している／取締役会の構成人数、議案数等は適切である」など、総じて肯
定的な評価がなされており、取締役会の実効性は確保されているものと考えます。また、当社では、当該評価において、取締役会の実効性に関す
る課題が発見された場合には、取締役会において改善等を含めた適切な対応を講じる方針です。

【補充原則４－１４－２】（取締役・監査役に対するトレーニング方針開示）

当社の取締役および監査役は、それぞれの所管業務分野や専門分野を中心に、社外の研修やセミナー、意見交換会等に積極的に参加し、会社
の事業、財務、組織などに関する必要な知識の取得を行なっております。

また、これらのセミナーなどへの出席に係る費用等は、当社が負担し、取締役および監査役の積極的な知識の取得等を支援しております。

【原則５－１】（株主との建設的な対話に関する方針）

当社は、株主からの面談の申込みがあった場合には、決算発表前の時期などを除いて適宜対応しております。株主との面談の状況については、
取締役会などで報告がなされ、情報を共有しております。また、株主との対話を促進するために、積極的かつ公正な情報開示を行うとともに、中間
報告書や年次報告書を作成し、情報開示の充実に努めております。

２．資本構成

外国人株式保有比率 10%未満



【大株主の状況】

氏名又は名称 所有株式数（株） 割合（％）

辻不動産株式会社 7,860,950 35.73

ケミコ株式会社 2,065,846 9.39

ロック共栄会 808,600 3.67

ロック商事株式会社 690,420 3.13

辻　信一郎 367,100 1.66

ピーアイエー株式会社 306,000 1.39

内海　東吾 293,400 1.33

名出　草苑子 292,400 1.32

松井　朋子 282,400 1.28

旭化成株式会社 240,000 1.09

支配株主（親会社を除く）の有無 ―――

親会社の有無 なし

補足説明

―――

３．企業属性

上場取引所及び市場区分 東京 スタンダード

決算期 3 月

業種 化学

直前事業年度末における（連結）従業員
数

500人以上1000人未満

直前事業年度における（連結）売上高 100億円以上1000億円未満

直前事業年度末における連結子会社数 10社未満

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

―――

５．その他コーポレート・ガバナンスに重要な影響を与えうる特別な事情

―――

Ⅱ経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

１．機関構成・組織運営等に係る事項

組織形態 監査役設置会社

【取締役関係】



定款上の取締役の員数 8 名

定款上の取締役の任期 2 年

取締役会の議長 社長

取締役の人数 7 名

社外取締役の選任状況 選任している

社外取締役の人数 2 名

社外取締役のうち独立役員に指定され
ている人数

2 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k

奥井　敏幸 税理士

中村　香 弁護士 ○

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

c 上場会社の兄弟会社の業務執行者

d 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者

e 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

f 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

g 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

h 上場会社の取引先（d、e及びｆのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

i 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

j 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

k その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

奥井　敏幸 ○ ―――

税理士として財務会計に関する専門知識と豊
富な経験を有していることに加え、当社及び当
社経営陣から独立した地位を有していることか
ら、客観的・中立的立場にて経営監視が可能で
あり、且つ一般株主との利益相反が生じる恐れ
がないと判断し、社外取締役に選任すると共に
独立役員に指定しております。

中村　香 ○

令和３年９月３０日まで、当社と顧問契約
を締結している八重洲総合法律事務所に
所属していた弁護士であり、同年１０月１
日付でひなた総合法律事務所へ登録替え
をしております。なお、登録替えまでの間
の当社から八重洲総合法律事務所への
支払報酬額は少額であり、独立性に影響
を及ぼすものではありません。

弁護士として法律に関する専門知識と豊富な
経験を有していることに加え、当社及び当社経
営陣から独立した地位を有していることから、
客観的・中立的立場にて経営監視が可能であ
り、且つ一般株主との利益相反が生じる恐れ
がないと判断し、社外取締役に選任すると共に
独立役員に指定しております。

指名委員会又は報酬委員会に相当する
任意の委員会の有無

あり



任意の委員会の設置状況、委員構成、委員長（議長）の属性

委員会の名称 全委員（名）
常勤委員

（名）
社内取締役

（名）
社外取締役

（名）
社外有識者

（名）
その他（名）

委員長（議
長）

指名委員会に相当
する任意の委員会

指名諮問委員会 4 0 2 2 0 0
社外取
締役

報酬委員会に相当
する任意の委員会

報酬諮問委員会 4 0 2 2 0 0
社外取
締役

補足説明

取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、かつ取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保するため
に、取締役会から諮問を受けた取締役の指名及び報酬等に関する答申を行う機関として、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置しておりま
す。

【監査役関係】

監査役会の設置の有無 設置している

定款上の監査役の員数 4 名

監査役の人数 4 名

監査役、会計監査人、内部監査部門の連携状況

監査役は、会計監査人及び内部監査室と密接に連携を取り合い、定期的に監査役会を開催することで、監査の実効性を高めております。ま

た、会計監査人の監査実施時に、会計監査人と常勤監査役が監査計画、監査実施状況等の相互連絡を行い、その結果を常勤監査役は他監査

役に連絡、報告しております。

社外監査役の選任状況 選任している

社外監査役の人数 3 名

社外監査役のうち独立役員に指定され
ている人数

3 名

会社との関係(1)

氏名 属性
会社との関係(※)

a b c d e f g h i j k l m

中川　元 弁護士 ○

小出　啓子 税理士

関根　洋次郎 他の会社の出身者

※　会社との関係についての選択項目

※　本人が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「○」、「過去」に該当している場合は「△」

※　近親者が各項目に「現在・最近」において該当している場合は「●」、「過去」に該当している場合は「▲」

a 上場会社又はその子会社の業務執行者

b 上場会社又はその子会社の非業務執行取締役又は会計参与

c 上場会社の親会社の業務執行者又は非業務執行取締役

d 上場会社の親会社の監査役

e 上場会社の兄弟会社の業務執行者

f 上場会社を主要な取引先とする者又はその業務執行者



g 上場会社の主要な取引先又はその業務執行者

h 上場会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家

i 上場会社の主要株主（当該主要株主が法人である場合には、当該法人の業務執行者）

j 上場会社の取引先（f、g及びhのいずれにも該当しないもの）の業務執行者（本人のみ）

k 社外役員の相互就任の関係にある先の業務執行者（本人のみ）

l 上場会社が寄付を行っている先の業務執行者（本人のみ）

m その他

会社との関係(2)

氏名
独立
役員

適合項目に関する補足説明 選任の理由

中川　元 ○

当社と顧問契約を締結している巽・中川法
律事務所の弁護士ですが、同事務所への
支払報酬額は少額であり、独立性に影響
を及ぼすものではありません。

弁護士として法律に関する専門知識と豊富な
経験を有していることに加え、当社及び当社経
営陣から独立した地位を有していることから、
客観的・中立的立場にて経営監視が可能であ
り、且つ一般株主との利益相反が生じる恐れ
がないと判断し、社外監査役に選任すると共に
独立役員に指定しております。

小出　啓子 ○ ―――

税理士として財務会計に関する専門知識と豊
富な経験を有していることに加え、当社及び当
社経営陣から独立した地位を有していることか
ら、客観的・中立的立場にて経営監視が可能で
あり、且つ一般株主との利益相反が生じる恐れ
がないと判断し、社外監査役に選任すると共に
独立役員に指定しております。

関根　洋次郎 ○ ―――

三井物産株式会社グループ会社において、監
査役や内部監査室長を歴任しており、その豊
富な知識と経験を有していることに加え、当社
及び当社経営陣から独立した地位を有してい
ることから、客観的・中立的立場にて経営監視
が可能であり、且つ一般株主との利益相反が
生じる恐れがないと判断し、社外監査役に選任
すると共に独立役員に指定しております。

【独立役員関係】

独立役員の人数 5 名

その他独立役員に関する事項

独立役員の資格を充たす社外役員を全て独立役員に指定しております。

【インセンティブ関係】

取締役へのインセンティブ付与に関する
施策の実施状況

業績連動報酬制度の導入

該当項目に関する補足説明

業績連動報酬等は、業績向上に対する意識を高めるために、親会社株主に帰属する当期純利益を業績指標とした賞与としております。賞与は、
親会社株主に帰属する当期純利益の５％を上限として、取締役会で決定した額を毎年一定の時期に支給しております。

ストックオプションの付与対象者

該当項目に関する補足説明



―――

【取締役報酬関係】

（個別の取締役報酬の）開示状況 個別報酬の開示はしていない

該当項目に関する補足説明

2022年３月期における取締役および監査役に対する役員報酬は、次のとおりであります。

取締役 　 ６名 157百万円

監査役 　 １名 12百万円

社外役員 ５名 15百万円

（注）１．上記には、2021年6月29日開催の第69回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役1名を含んでおります。

　　　２．上記の報酬には、以下の当事業年度に係る役職員退職慰労引当金の繰入額を含んでおります。

　　　　　・取締役８名　28百万円（うち社外取締役２名に対し０百万円）

　　　　　・監査役４名　 １百万円（うち社外監査役３名に対し０百万円）

報酬の額又はその算定方法の決定方針
の有無

あり

報酬の額又はその算定方法の決定方針の開示内容

取締役の報酬は、基本報酬としての月額の固定報酬、業績連動報酬等としての賞与及び退任時の退職慰労金で構成しております。月額の固定
報酬は、役職、業績、社会水準等を総合的に勘案のうえ決定しております。また、退任時に役職、功績及び在任年数を勘案のうえ退職慰労金を支
給しております。業績連動報酬等は、業績向上に対する意識を高めるために、親会社株主に帰属する当期純利益を業績指標とした賞与とし、親
会社株主に帰属する当期純利益の５％を上限として、取締役会で決定した額を毎年一定の時期に支給しております。取締役の個人別の報酬等に
ついては、取締役会が社外取締役を委員長とする報酬諮問委員会に報酬等について諮問し、同委員会が答申した内容を基に取締役会で決定し
ております。退職慰労金については、退任時に株主総会の決議を経て、取締役会が報酬諮問委員会に諮問し、同委員会が答申した内容を基に
取締役会で決定しております。なお、監査役の報酬等は監査役の協議で決定しております。

【社外取締役（社外監査役）のサポート体制】

社外取締役及び社外監査役のサポート及び情報伝達等は、経理部が随時行っております。

２．業務執行、監査・監督、指名、報酬決定等の機能に係る事項（現状のコーポレート・ガバナンス体制の概要）

当社の取締役会は、議長である代表取締役社長　内海東吾、代表取締役専務　池谷裕司、常務取締役　高野橋義則、取締役　畑善之及び高山
朗並びに社外取締役　奥井敏幸及び中村香の７名で構成されております。取締役会は、当社の業務執行を決定し、取締役の業務執行を監督する
ことを目的とし、法定の開催回数よりも多く随時開催しており、経営に関する重要な事項の決定及び進捗を管理しております。取締役は、取締役会
の決定事項に基づく経営目標を定め、月次及び四半期業績の管理を行うとともに、業務の執行状況を取締役会に報告しております。また、取締役
会の機能の独立性・客観性と説明責任を強化し、かつ取締役の指名及び報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を確保するために、取
締役会から諮問を受けた取締役の指名及び報酬等に関する答申を行う機関として、取締役　内海東吾及び池谷裕司並びに社外取締役　奥井敏
幸及び中村香の４名で構成し、社外取締役　奥井敏幸を委員長とする指名諮問委員会並びに取締役　内海東吾及び池谷裕司並びに社外取締
役　奥井敏幸及び中村香の４名で構成し、社外取締役　中村香を委員長とする報酬諮問委員会を設置しております。なお、当社は経営会議を月１
回開催し、経営基本方針に基づき経営に関する重要な事項を審議することにより、代表取締役及び取締役会を補佐しております。

当社は、監査役制度を採用しております。また、取締役の業務執行に関する監査役の監査機能を強化するために監査役会を設置しており、監査
役会は監査に関する重要事項について報告・協議・決議を行っております。監査役会は、議長である常勤監査役　善敬一郎並びに社外監査役　
中川元、小出啓子及び関根洋次郎の４名で構成されております。監査役は、監査役会が定めた監査の方針、業務の分担等に従い、取締役会や
経営会議等の重要な会議に出席し、経営上の重要な意思決定や業務の執行状況の把握に努め、必要と判断される要請を行う等、取締役の業務
執行について、適法性・妥当性の観点から監査を行っております。なお、法務関係では、顧問契約を結んでいる弁護士より、適宜、法律や法務の
アドバイスを受けております。

会計監査については、ひびき監査法人と監査契約を締結し会計監査を受けており、業務を執行した公認会計士は、代表社員　業務執行社員　岡
田博憲、代表社員　業務執行社員　石原美保の２名であります。また、当事業年度の会計監査業務に係る補助者は公認会計士６名、公認会計士
試験合格者１名であります。

内部監査については、社長の指示に基づき、内部監査室（５名）を中心とし、監査役と連携し、全部門を対象に業務監査を実施しており、監査結果
は社長、監査役に報告しております。



３．現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由

当社は従来から少数の取締役による迅速な意思決定と取締役会の活性化を目指し、取締役相互の経営監視とコンプライアンスの徹底を図ってお
ります。また、取締役の業務執行に関する監査を行うとともに、指名諮問委員会及び報酬諮問委員会を設置することで手続きの公正性・透明性・
客観性を確保しております。現状の体制を基本に、コーポレート・ガバナンスの充実を図ってまいります。

Ⅲ株主その他の利害関係者に関する施策の実施状況

１．株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取組み状況

補足説明

株主総会招集通知の早期発送 株主総会開催３週間前に発送しています。

２．ＩＲに関する活動状況

補足説明

代表者
自身に
よる説
明の有

無

IR資料のホームページ掲載
有価証券報告書、四半期報告書、株主総会招集通知、決算短信、その他適時
開示資料

３．ステークホルダーの立場の尊重に係る取組み状況

補足説明

社内規程等によりステークホルダーの立
場の尊重について規定

当社は、事業を営む上で、さまざまなステークホルダーの立場を尊重し、また信頼を獲得す
るための「企業行動憲章」を制定し、高い倫理観のもとで企業価値を高めて参ります。

Ⅳ内部統制システム等に関する事項

１．内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況

当社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、内部統制システムについて以下のとおり基本方針を定め、業務を適正かつ効率的に推進するた
め、当社の実情に適合した有効な内部統制システムの整備に努めております。

（１）当社並びに当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

当社グループは、行動規範を定め、これに基づきコンプライアンスの徹底を図るため、コンプライアンス推進委員会においてコンプライアンスの取
り組みを横断的に統括することとし、同委員会を中心に研修等を通じ、指導しております。

また、重要な法務的問題及びコンプライアンスに関する事項については、社外の弁護士と適宜協議し指導を受けることとしております。

（２）当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

当社グループは、取締役会規則や稟議規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体（以下、文書等という）に記録し、保
存をしております。

取締役及び監査役は、常時、これらの文書等を閲覧できるものとしております。

（３）当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制

当社グループは、コンプライアンス、環境、災害、品質、情報セキュリティ及び輸出管理等に係るリスクについては、それぞれの部署にて、規則・ガ
イドラインの制定、研修の実施、マニュアルの作成・配布等を行うものとし、リスク状況の監視及び全社的対応は取締役会が行うものとしておりま
す。

（４）当社及び当社子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

当社グループは、従来から少数の取締役による迅速な意思決定と取締役会の活性化を目指し、取締役相互の経営監視とコンプライアンスの徹底
を図っております。

また、取締役会において取締役、使用人が共有する全社的な目標を定めております。更に、当社においては取締役会の意思決定への寄与を目
的とした経営会議を必要に応じて設置する体制となっております。

（５）当社子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の会社への報告に関する体制

当社の関係会社管理規程に基づき、当社子会社の経営上の重要な事項の実施には、事前に当社と協議のうえ承認を得る体制となっております。

また、当社は、当社子会社の経営状況その他の事項について、当該子会社に必要な報告を求めることとしております。

（６）当社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制

当社は、グループ各社における内部統制の構築を目指し、当社にグループ全体の内部統制に関する担当部署を設けるとともに、当社及び当社グ
ループ各社間での協議、情報の共有化、指示・要請の伝達等が効率的に行われるよう管理する体制となっております。

（７）監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関
する事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項



現在、監査役の職務を補助すべき使用人はおりませんが、監査役の職務を補助する組織を経理部としております。

また、使用人の人選等については、監査役と取締役が協議して決定することとしており、当該使用人の人事考課については、監査役の意見を反
映することとしております。

（８）当社の取締役及び使用人並びに当社子会社の取締役、監査役及び使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社の監査役に報告す
るための体制、その他の監査役への報告に関する体制

当社グループの取締役または使用人は、監査役に対して、法定の事項に加え、当社及び当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の
実施状況及びその内容を随時、速やかに報告するものとしております。

（９）上記の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

当社グループは、監査役への報告を行った当社グループの役員及び従業員に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁
止し、その旨を周知しております。

（10） 監査役の職務の執行について生じる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の執行について生じる費用または債務の処理に係る

方針に関する事項

監査役がその職務の執行について生じる費用の前払または償還等の請求をしたときは、当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場
合を除き、速やかに当該費用または債務を処理するものとしております。

（11） その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制

監査役は取締役会ほか重要な会議に常時出席し、取締役の職務執行に対して監督を行い、稟議書その他業務執行に関する重要な文書等を閲
覧し、必要に応じて取締役にその説明を求めることとしております。

また、監査役は、会計監査人及び内部監査室と密接に連携を取り合い、監査の実効性を高めております。

更に、会計監査人の監査実施時に、会計監査人と常勤監査役が監査計画、監査実施状況等の相互連絡を行い、その結果を常勤監査役は他監
査役に連絡、報告しております。

２．反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況

当社は社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的な勢力に対して、毅然とした態度を取り、反社会的勢力に経済的な利益を供与

しないことを基本としております。

また、平素より外部専門機関及び地域企業等と連携して情報の共有化を図り、反社会的勢力排除に取り組むとともに、企業行動憲章、社員倫理

規程を制定し、役員及び全ての従業員の意識啓発と体制整備を行っております。

Ⅴその他

１．買収防衛策の導入の有無

買収防衛策の導入の有無 なし

該当項目に関する補足説明

―――

２．その他コーポレート・ガバナンス体制等に関する事項

―――
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〔当社取締役・監査役のスキルマトリックス〕

氏名 役職等 経営 ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ 研究開発
生産技術・
製造

品質・安全・
環境

財務・会計 法務・CSR
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ
経験

内海　東吾 代表取締役社長 ○ ○ ○

池谷　裕司 代表取締役専務 ○ ○

高野橋　義則 常務取締役 ○ ○ ○ ○

畑　善之 取締役 ○ ○ ○

高山　朗 取締役 ○ ○ ○ ○

奥井　敏幸 社外取締役 ○

中村　香 社外取締役 ○

善　敬一郎 常勤監査役 ○ ○ ○ ○ ○

中川　元 社外監査役 ○

小出　啓子 社外監査役 ○

関根　洋次郎 社外監査役 ○ ○

 

上記は取締役および監査役の有する全ての専門性・知見を示すものではありません。
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